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 1 億円以上の株を持っていたら要注意︕ 
出国税とは 
今回は平成 27 年度税制改正で創
設された「出国税」について解説した
いと思います。 

当該制度は実際に売却していないに
も関わらず要件を満たしてしまうと売
却したものとみなして課税されてしま
う、という非常に怖いものです。納税
資⾦がない恐れもあります。（そのた
め、納税を猶予してもらう手続きもあ
ります）。もちろん 1 億円以上株式
を持っているような超富裕層限定で
す。オーナー企業の経営者が想定さ
れます。 

海外移住する場合や贈与する場合
はまだ予想できるので優秀な税理⼠
が付いていれば大きな問題はないと思
いますが、当該制度で一番やっかいな
のは相続の時です。 

問題は相続の時 
相続が発生した場合、相続から 4 か
月以内に被相続人（亡くなった⼈）の
準確定申告を相続人が代わって⾏わ
なければなりません。そして 4 か月以内
に遺産分割がまとまっていない場合には
法定相続分で相続したものと仮定して
申告の有無を判断しなければなりませ
ん。つまり、被相続⼈が 1 億円以上の
株を持っていて相続⼈にたまたま海外
転勤している⼈がいる場合、4 か月以
内に遺産分割ができないと当該制度
の対象となってしまうのです。私の経験
上 4 か月以内の遺産分割は不可能に
近いです。相続時に非居住者が居ない
ことを祈るしかありません… 

 

今月のコメント 
税理⼠法⼈設⽴から 2 か月が経ち、業
務も大分落ち着いてきました。やはり事務
所に所属していた時と比べると仕事のリズ
ムが違うので完全に慣れるまで時間がかか
りそうです。なお、今年は夏休みは取らな
い予定でしたが、気分転換も必要かと翻
意し 9 月に家族で沖縄に⾏くことにしまし
た。娘は海を楽しめそうですが息子は海が
怖くて先⽇⾏った湘南の海には全く入りま
せんでした。今回は楽しんでくれるといいの
ですが… 
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